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●
● 　

注
射
器
（
注
射
針
、
ア
ン
プ
ル
）

な
ど
の
医
療
系
廃
棄
物
は
、
収
集
運

搬
お
よ
び
処
理
を
行
う
作
業
員
に

と
っ
て
大
変
危
険
な
た
め
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。廃
棄
処
理
す
る
場
合
は
、必
ず

医
療
機
関
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎
生
活

環
境
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
２
１
７

と
き　

11
月
16
日
（
水
）
午
前
９
時

30
分
〜
午
後
１
時

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
３
階

定
員　

20
人

費
用　

５
０
０
円

必
要
な
も
の　

エ
プ
ロ
ン

申
込
先　

市
立
病
院
栄
養
管
理
室

（
０
８
５
７
）
53̶

７
３
２
６

と
き　

10
月
18
日
（
火
）
午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　

県
民
文
化
会
館 

小
ホ
ー
ル

内
容　

講
演

■
演
題　
「
子
ど
も
を
犯
罪
か
ら
守

　

る
に
は
」

■
講
師　

横よ
こ
や矢
真ま

り理
さ
ん
（
子
ど
も

の
危
険
回
避
研
究
所
長
）

入
場
料　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
警
察
本
部

生
活
安
全
企
画
課
（
０
８
５
７
）

23̶

０
１
１
０

　

市
指
定
の
保
存
樹
木
や
天
然
記
念

物
に
指
定
さ
れ
た
神
社
の
森
な
ど
を

名
木
・
古
木
観
察
会

観
察
し
ま
す
。

と
き　

11
月
２
日
（
水
）

コ
ー
ス　

バ
ス
使
用
／
市
役
所
出
発

（
午
前
９
時
）
〜
倉
田
八
幡
宮
・
高

路
神
社
な
ど
10
カ
所
程
度
観
察
〜
市

役
所
着
（
午
後
３
時
30
分
頃
）

定
員　

40
人
（
先
着
順
）

参
加
費
用　

１
０
０
０
円
（
昼
食
代

含
む
）
※
水
筒
や
雨
具
は
各
自
で
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
方
法　

住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
往
復
は
が

き
で

申
し
込
み
先　

市
役
所
本
庁
舎
生
活

環
境
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
２
１
６

●

　合併後最初の新たなまちづくりの方向を示す「第 8次鳥
取市総合計画」（計画期間：平成 18～ 27 年度）の策定に
あたり、新鳥取市の 20 万特例市としての「夢があり誇り
のもてるまちづくり」を、広く市民のみなさんとともに考
えます。入場無料ですので、気軽においでください。

■と　き　10月 22日（土）午後 1時 30分～ 5時
■ところ　鳥取環境大学　講堂（若葉台北一丁目）
■内　容 基調講演
  演　題「まちづくりの主人公は誰だ」
  講　師　浦

う ら の

野秀
しゅういち

一さん
 　 　　　（有）

あし

コミュニティ研究所代表取締役
 パネルディスカッション
  テーマ「夢があり誇りのもてる
 　　　　20万都市をめざして」
■入場料　無料

  演　題「まちづくりの主人公は誰だ」
  講　師　
 　 　　　（

  テーマ「夢があり誇りのもてる

医
療
系
廃
棄
物
の
処
理

糖
尿
病
料
理
講
習
会

鳥
取
県
地
域
安
全
フ
ォ
ー
ラ
ム

みんなでごみのない美しいまちに
　◇ 分別方法に注意してください。
　◇ 家電製品や大型ごみ、タイヤ、バッ
　　 テリーなどは出さないでください。
　◇ 一斉清掃ごみは、家庭一般ごみとは
　　 別に分けて所定の位置に出してください。

■問い合わせ先　鳥取市市民運動推進協議会（市民参画課内）
　　　　　　　　   （0857）20－3163

合併前の鳥取市地域の一斉清掃は、
１０月１６日（日）です

募　集

■問い合わせ先　
　市役所本庁舎総合計画策定チーム　 （0857）20－3168

●●●●●●●

　10 月 1日は国勢調査の調査日です。記入済みの調
査票は、国勢調査員が直接受け取りにうかがいますの
で、お渡しください。ご協力をお願いします。
■問い合わせ先
　市役所本庁舎 総務課 （0857）20－3156

国勢調査にご協力を
もう記入はすみましたか？

■問い合わせ先　鳥取社会保険事務所 （0857）27－8311
　　　　　市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20－3484

国民年金の付加保険料

  通常の保険料に 400 円を加えて納める
ことで、年金を受給するとき年間に 200円×支払い月数分
が加算される制度です。　例えば、5年間納付すると、
【支払い】400円×12月×60月（5年）＝24,000 円

【受　給】200円×60月＝12,000 円が毎年加算
※このほかにも、国民年金の上乗せ年金として国民年金基金も   
   あります。詳細は鳥取県国民年金基金 (0857)29-8988 へ

⇒

● ●●●●まちづくりフォーラム２００５
夢があり誇りのもてる２０万都市をめざして


